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別記2・
その他
の表記

意味 項目

文
科
省

川
内
村

さ
い
た
ま
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南
房
総
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京
都
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高
知
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伊
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枚
方
市

松
本
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尼
崎
市

野
洲
市

合
計

社会的自立（自立の促進） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9
学校復帰 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
自己肯定感を高める ○ ○ 2
不登校児童生徒に対する支援の充実 ○ ○ 2
進路選択を支援する ○ ○ 2
学力保障（学習保障） ○ ○ 2
校長が総合的に判断するための目安 ○ 1
校長の的確な把握及び適切な支援のため ○ 1
児童生徒の最善の利益を最優先に支援 ○ 1
自らの進路を主体的に捉える ○ 1
学習意欲の向上 ○ 1
自学自習力を高める ○ 1
義務教育段階における不登校児童生徒 ○ 1
深刻な不登校状態 ○ 1
ひきこもり状態，ひきこもりがち，ひきこもり傾向 ○ ○ ○ ○ 4
30日間連続で登校できない ○ 1
ひきこもり等の状態 ○ ○ 2
相当の期間学校を欠席 ○ ○ 2
不登校状態 ○ ○ ○ 3
地方公共団体の学校に在籍する者 ○ ○ ○ 3
市内に住所をを有する ○ 1
学校又は適応指導教室に通学し，又は通所しにく
い

○ 1

安定して教室に入ることができない ○ 1
普通教育に相当する教育を十分に受けていない
と校長が認めるもの

○ 1

病気療養児 ○ 1
昨年度より病気及び不登校（30日以上）により引
き続き登校することができない児童生徒（小学6年
生・中学3年生対象）

○ 1

新型コロナウイルスの感染の恐れを理由に登校
に不安をもつ者

○ 1

児童生徒の自立（社会的自立）を助けるうえで（促
進に向けて）有効・適切

○○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

学校復帰を前提（学校への復帰に向けての取組）
（旧：文科省定義）

○ ○ ○ ○ ○ 5

自ら登校を希望した際に，円滑な学校復帰が可
能となるような学習活動（個別指導等の適切な支
援）であること

○ ○ ○ 3

児童生徒が現在において登校を希望しているか
否かにかかわらず

○ ○ 2

ICT等（IT等）を活用した学習内容について，把握
が適切に行われていること（可能であること）

○ ○ 2

関係教職員，スクールカウンセラー等から（学習
活動や対面指導の状況等）意見を聴取する

○ ○ 2

児童生徒の状況や保護者の希望を勘案 ○ 1
校長の判断 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8
出席扱いとした場合は教育委員会に報告 ○ ○ 2
校長は教育委員会と相談し判断する ○ ○ 2

目的

1趣旨

3(1)

別紙の
2

対象

出席
判断

判断
者

2出席
扱い等
の要件
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一人一人の児童生徒の状況や学校，地域の実態
が違うため，文部科学省から一律の基準を示すこ
とはしていません

○ 1

学校や教育委員会において一定の基準を作成し
ておくことは必要であると考えます

○ 1

既に基準を作成している場合でも，それが古い物
であれば，今の時代にあったものになるよう見直
すことも検討すべきです

○ 1

学習内容や学習時間を踏まえて学校長の判断で
出席扱い

○ 1

保護者（家庭）と学校との間に（十分な）（連携・）
協力関係が保たれていること

○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

児童生徒と児童生徒の保護者と在籍校との間
に，十分な連携・協力関係が保たれていること

○ 1

学校外の施設での相談・指導をうけることができ
るように，当該児童生徒や保護者に対して，情報
提供が行われるもの

○ 1

学校や学校外の施設での相談・指導を受けること
ができるように，段階的に家庭と調整していくこと
が重要

○ 1

学校復帰及び社会的自立を目指すためのもので
あることを相互に理解していること

○ 1

児童生徒が学習を適切に進め，学校が家庭での
学習活動を十分に把握できる協力関係ができて
いること

○ 1

ICT等を活用した学習活動とは，ICT（コンピュータ
やインターネット，遠隔教育システムなど）や郵
送，FAXなどを活用して提供される学習活動であ
ること（IT（インターネットや電子メール，テレビを
使った通信システム）や郵送，FAX（ファクシミリ）
など）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

民間業者が提供するICT（IT）教材を活用した学習 ○ ○ 2
パソコンで個別学習できるシステムを活用した学
習

○ 1

教育支援センター作成のICT教材を活用した学習 ○ 1
（学校の）プリントを活用した学習 ○ ○ ○ 3
通信教育を活用した学習 ○ ○ 2
ICT機器を活用し，在籍校の授業を自宅に配信し
て行う学習(同時双方向型授業配信やオンデマン
ド型授業配信)

○ 1

教材での学習 ○ 1
学習コンテンツの活用，オンラインによる授業配
信，オンラインによる面談，ヒアリングなどの連絡
手段等

○ 1

可能な限り在籍校における教材等を活用し，児童
生徒との相互のやりとりにより行われるもの

○ ○ 2

校長において他の方法が望ましいと判断する場
合においては，この限りではない

○ ○ 2

別紙の
2

別紙参
考事例
【1】（4）

別紙参
考事例
【2】（4）

出席
判断
の基
準

家庭
との
関係

2（1）

学習
活動

2（2）

別紙の
1
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（家庭への）訪問等による対面指導が適切に行わ
れていること

○○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

定期的かつ継続的（計画的に行うもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
週1回（必要に応じてそれ以上）家庭訪問をしてい
る

○ 1

電話連絡や家庭訪問を行い，学習状況等の聞き
取りや取組へのアドバイス等を行っている

○ 1

概ね1か月に1回以上 ○ 1
学習指導（学習支援） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
生活指導（生活支援） ○ ○ ○ 3
教育相談（相談活動） ○ ○ 2
自立支援活動等 ○ ○ ○ ○ ○ 5
心理面でのケア等を含む ○ 1
家庭支援，その他 ○ 1
概ね週2回，合計1時間以上の対面指導ができ，
決定された学習活動の内容及び時間を過ごすこ
とができた日数（再掲）

○ 1

児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的
な学習プログラム

○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8

在籍校の年間指導計画に準拠した形 ○ 1
月ごとや学期ごとなどある程度長期的な計画 ○ ○ 2
民間業者が提供する教材を活用する場合など
は，あらかじめ決められている学習プログラムを
活用してもかまいません

○ 1

児童生徒の実態に応じ，段階的に学習を進める
など，学校復帰や進路選択に資するような学習プ
ログラムであること

○ 1

学習活動を提供するのが民間事業者である場合
には，「民間施設についてのガイドライン（試案）」
（別添3）を参考として，当該児童生徒にとって適
切であるかどうかを判断すること（文科省のガイド
ライン）

○ ○ 2

学習活動を提供するのが民間事業者である場合
には，「民間施設についてのガイドライン」（地方
公共団体のガイドライン）を参考として，当該児童
生徒にとって適切であるかどうかを判断すること

○ 1

学習活動を民間事業者が提供する場合には，教
育機会確保法その他の法令を踏まえ，教育委員
会が民間事業者を適切と認めていること

○ 1

学習
プロ
グ ラ
ム

民間
事業
者に
関し
て

2（4）

別紙の
5

対面
指導

2（3）

別紙参
考事例
【2】（2）

別紙参
考事例
【2】（3）
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校長は，当該児童生徒に対する対面指導や学習
活動の状況等について，その状況を十分に把握
すること

○○ ○ ○ 4

例えば，対面指導に当たっている者から定期的な
報告を受けたり，学級担任等の教職員や保護者
などを含めた連絡会を実施したりするなど

○ ○ 2

校長は出席扱いを行うにあたり，関係教職員，ス
クールカウンセラー等から意見を聴取する

○ 1

校長は，対面指導する者や保護者から適宜報告
をうけること

○ 1

関係者からの報告を受けることなどにより，児童
生徒の学習活動や対面指導の状況等について，
十分把握しなければならない

○ ○ 2

校長は，出席扱いを行う場合，定期的かつ継続的
に，教職員や保護者，対面指導者，児童生徒が
通所又は入所している施設の職員等の関係者と
連絡会を開催する

○ ○ 2

対面指導における対象児童生徒の学習活動の状
況等を校長に報告しなければならない

○ 1

対面指導者は，対面指導を行う際に，児童生徒
の学習活動の状況等を調査し，校長に報告しな
ければならない

○ 1

対面指導する者は，電子メールなどの交流のよう
に記録の残る学習については，内容や回数など
を記録し，また，インターネットなどを活用した学
習では，学習記録が残るように工夫し，校長に報
告すること

○ 1

基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や
民間施設において相談・指導を受けられないよう
な場合

○ ○ 2

学校外の公的施設や民間施設での相談・指導を
受けることが困難であること

○ ○ ○ ○ 4

学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受
けられない場合

○ 1

一時的に通い始めるなど，社会的自立への過渡
期の状態には柔軟に取り扱うこと

○ 1

基本
的に
学校
外の
施設
に相
談 ・
指導
がで
きな
い

2（6）

校長
・ 連
絡会

2（5）

対面
指導
者の
校長
への
報告
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南
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尼
崎
市

野
洲
市

合
計

学校が把握した当該学習の計画や内容がその学
校の教育課程に照らし（て）適切と判断される場
合であること

○ ○ ○ ○ 4

出席扱いとした場合，必ずその成果を評価に反
映しなければならないわけではありませんが，す
べての教科・観点について観点別学習状況及び
評定を記載できない場合でも，例えば自宅におけ
る学習状況を所見欄に文章記述するなど，学習
の努力を認め，次年度以降の指導に生かすとい
う観点から適切な記載が望まれます

○ 1

民間業者の学習履歴や学習時間，確認テストの
結果などに基づいて評価を行うことも考えられま
す

○ 1

教育支援センターからの報告書等に基づいて ○ 1
学校と民間の学習教材とでは評価基準が異なる
ため，別途学校の課題プリントを送付し，その取
組内容を確認して所見の評価としている

○ 1

（校長は，出席扱いを行うか否かに関わらず，）把
握した児童生徒の状況を評価に反映するよう努
めなければならない

○ ○ 2

不登校が必要な程度を超えて長期にわたること
を助長しないよう留意すること

○ 1

慎重に検討し，不登校状態の悪化につながらな
いように十分配慮（旧：文科省定義）

○ ○ 2

家庭にひきこもりがちな期間が長期化しないよう，
個々の児童生徒の状況を踏まえつつ学校外の公
的機関や民間施設等での相談・指導を受けること
ができるように段階的に調整していくことも大切だ
と考えます

○ 1

学校に登校しないことを認める趣旨ではない ○ 1
個人情報や著作権の保護，有害情報へのアクセ
ス防止等（など）

○ ○ ○ ○ 4

ICTを活用する場合には，その活用状況について
の把握を行うこと

○ ○ 2

ICTの活用について保護者にも十分な説明を行う
とともに，活用状況の把握について必要な協力に
求めること（応じること）

○ ○ 2

教職員や不登校児童生徒の教育に関する専門家
以外の者が対面指導を行う場合には，教育委員
会や学校等が適切な事前の指導や研修，訪問活
動中の援助を行うなど，訪問する者の資質向上
等に努めること

○ 1

（在籍校の）教職員（担当者） ○ ○ ○ ○ 4
在籍校の教員 ○ 1
さわやか相談員（学校での相談員） ○ 1
スクールカウンセラー ○ ○ ○ ○ 4
スクールソーシャルワーカー ○ ○ 2
教育支援センター（適応指導教室）・教育相談室
の相談員（担当者）

○ ○ ○ ○ 4

教育委員会が指定する者 ○ ○ 2
教育委員会による事前の指導・研修を受けたボラ
ンティアスタッフ

○ 1

コーディネーター，訪問教育相談員，カウンセラー
で2人以上

○ 1

評価

2（7）

別紙の
6

別紙参
考事例
【1】（4）

別紙参
考事例
【2】（4）

留意
事項

3（1）

別紙の
8

事前
指導

3（2）

対面
指導
者の
要件

3（3）

別紙の
4

別紙参
考事例
【1】（2）
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合
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出席扱いの日数の換算については，学校や教育
委員会が，例えば，対面指導の日数や学習活動
の時間などを基準とした規程等を作成して判断す
ることなどが考えられる

○ 1

児童生徒の様態に応じて，校長が適切に定める ○ ○ 2
概ね週2回，合計1時間以上の対面指導ができ，
決定された学習活動の内容及び時間を過ごすこ
とができた日数（対面指導：再掲）

○ 1

指導の回数及び学習活動の時間は，校種，欠席
期間の長短，不登校の要因など，児童生徒の実
態から対面指導する者が校長の判断のもと決定
すること

○ 1

支援を行う回数は，1回当たりおおむね3時間以内
で，1人当たり週1回を原則とする

○ 1

以下の活動を行った日を出席日数として計上する
各教科等における学習活動，ソーシャルスキルト
レーニング及び社会的自立を促す活動（対人関係
を営むための活動（ロールプレイなど），社会体験
活動，自然体験活動，創作活動），教育相談及び
カウンセリング

○ 1

（必ずしも）すべての教科・観点について観点別学
習状況及び評定を記載することが求められるので
はない

○ ○ ○ 3

児童生徒の学習状況を文章記述する ○ ○ ○ 3
次年度以降の指導の改善に生かすという観点に
立った適切な記載がなされるようにすること

○ ○ ○ 3

通知表（通知票）その他の方法により，児童生徒
や保護者等に学習活動の成果を伝えたりすること

○ ○ 2

児童生徒の置かれている多様な学習環境を踏ま
え

○ 1

指導要録の様式等については，平成31年3月29
日付け30文科初第1845号「小学校，中学校，高等
学校及び特別支援学校とうにおける児童生徒の
学習評価及び指導要録の改善等について」を踏
まえる

○ 1

出席日数の内数として出席扱いとした日数及び
児童生徒が通所又は入所した学校外の施設名を
記入すること

○ 1

出席日数の内数として出席扱いとした日数及び
学習活動の内容を記入すること

○ 1

教育支援センターであらかじめ学習プログラムを
内蔵しているパソコンを貸し出し，同プログラムの
計画に沿って自宅学習ができるようにしている

○ 1

ICT機器等がないなど，環境が整っていない家庭
へは，タブレット端末を貸し出す

○ 1

4指導
要録の
様式等
につい
て

学習
環境
につ
いて

別紙参
考事例
【1】（1）

出席
扱い
と す
るに
数の
換算
基準

3（4）

指導
要録
への
記載

3（5）

指導
要録
の様
式等
につ
いて
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別記2・
その他
の表記

意味 項目

文
科
省

川
内
村

さ
い
た
ま
市

南
房
総
市

京
都
市

高
知
県

伊
丹
市

枚
方
市

松
本
市

尼
崎
市

野
洲
市

合
計

教育支援センターの支援員が家庭訪問するなど
して保護者とも面談する

○ 1

施設（事業者）での指導経過を保護者に定期的に
連絡するなど，家庭との間に十分な連携・協力関
係が保たれていること

○ ○ 2

特に，宿泊による指導を行う施設にあっては，たと
え当該施設の指導方針がいかなるものであって
も，保護者の側に対し面会や退所（退会）の自由
が確保されていること

○ ○ 2

運営事業者は，相談・指導との状況を保護者に定
期的に連絡するなど，十分な連絡・協力関係を構
築していること

○ 1

運営事業者は，学校と相互に不登校児童生徒や
その家庭を支援するために必要な情報等を交換
するなど，十分な連携・協力関係を構築している
こと

○ 1

教育支援センターから学校に毎月報告書をを提
出し，それを基に学校が保護者とも学習状況を確
認・共有している

○ 1

児童生徒のプライバシーにも配慮の上，学校と施
設が相互に不登校児童生徒やその家庭を支援す
るために必要な情報（事項）等を（定期的に）交換
するなど，（学校との間に十分な）連携・協力関係
が保たれていること

○ ○ 2

必要な事項は次の通り
入会，退会情報・ICT等を活用した学習活動の状
況，その他の活動状況・相談，指導経過・家庭を
支援するための情報・その他必要と思われる情
報

○ 1

運営事業者は，学校と相互に不登校児童生徒や
その家庭を支援するために必要な情報等を交換
するなど，十分な連携・協力関係を構築している
こと（再掲）

○ 1

当該事業とについて当該児童生徒が在籍する学
校に定期的に情報提供を行うこと

○ 1

毎月末，校長に対して報告書により，その状況を
報告する

○ 1

支援の適用を終了する場合，校長に適用終了通
知書により通知する

○ 1

家庭
―施
設等
の関
係

別紙参
考事例
【1】（3）

別添3
の7

学校
， 教
育委
員会
―施
設等
の関
係

別紙参
考事例
【1】（3）

別添3
の6
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 以下，民間事業者（民間施設のガイドライン）に関する記述の結果を示す。 

 

 

別記2・
その他
の表記

意味 項目

文
科
省

川
内
村

さ
い
た
ま
市

南
房
総
市

京
都
市

高
知
県

伊
丹
市

枚
方
市

松
本
市

尼
崎
市

野
洲
市

合
計

校長は，出席扱いとなった児童生徒が，学校外施
設へ通所するため鉄道又は乗り合いバスに乗車
する場合，鉄道については実習用通学定期乗車
券制度による通学定期乗車券が，乗合バスにつ
いては通学定期乗車券が，関係の交通事業者の
理解と協力の下に適用されるよう努めなければな
らない

○ 1

児童又は生徒の自宅・学校内で校長が指定した
場所・市内にある公共施設・その他教育委員会が
適当と認める施設（本制度は自宅のみであり，他
の場所はそれぞれの指導要録上出席扱いとする
場合として換算されるものと思われる）

○ 1

児童生徒の支援場所への移動に係る交通安全そ
の他安全に関する事項及び当該移動に係る経費
については，児童生徒の保護者が責任を持つも
のとする

○ 1

児童生徒の保護者が適用願書を校長に提出す
る・校長から支援の依頼がある・教育委員会が適
用を適当と認めたもの

○ 1

在籍校に相談 ○ ○ 2
全児童生徒へ周知を行い，対象となる児童生徒
へ希望の有無を確認し，個別の状況を加味した
上で実施

○ 1

授業配信を行う際は，黒板をメインとして定点撮
影し，教室の児童生徒が映らないよう配慮する

○ 1

授業配信は，全ての授業で展開するのではなく，
各学校で工夫をしながら可能な授業から順次実
施する

○ 1

授業配信は，児童生徒が無理なく安心して参加
できるよう学校からの一方向とする

○ 1

学校
外の
施設
関連

その
他

その他

本制
度の
開始
方法

別記2・
その他
の表記

意味 項目

文
科
省

川
内
村

さ
い
た
ま
市

南
房
総
市

京
都
市

高
知
県

伊
丹
市

枚
方
市

松
本
市

尼
崎
市

野
洲
市

合
計

法人，個人は問わない ○ ○ 2
運営事業者は，法人格を有し，安定的な運営に
支障がない程度の財務状態である事

○ 1

実施者（運営事業者）が不登校児童生徒に対する
相談・指導等に関し深い理解と知識又は経験を
有し，かつ社会的信望を有していること

○ ○ ○ 3

民間
事業
者の
実施
主体

別添3
の1
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別記2・
その他
の表記

意味 項目

文
科
省

川
内
村

さ
い
た
ま
市

南
房
総
市

京
都
市

高
知
県

伊
丹
市

枚
方
市

松
本
市

尼
崎
市

野
洲
市

合
計

不登校児童生徒に対する相談・指導を行うことを
主たる目的としていること

○ ○ 2

政治活動又は宗教活動を主たる目的としていな
いこと

○ 1

納税義務者にあっては，納税すべき税金を完納し
ていること

○ 1

暴力団員による，不当な行為の防止等に関する
法律第2条第2項に掲げる，暴力団及びそれらの
利益となる活動を行う者並びにこれらに準じる者
が，事業者の中にいないこと

○ 1

事業の目的が，児童生徒の学校への復帰を妨げ
るものではないこと

○ 1

著しく営利本位でなく，入会金，授業料（月額・年
額等），入寮費（月額，年額等）（等の経済的負
担）が明確にされ，保護者等に情報提供がなされ
ていること

○ ○ ○ 3

当該地方公共団体において当該事業を利用する
ことが可能なこと

○ 1

児童生徒の人命や人格を尊重した人間味のある
温かい相談や指導が行われていること

○ ○ ○ 3

情緒的混乱，情緒障害及び非行等の様態の不登
校など，相談・指導の対象となる者が当該施設
（事業者）の相談・指導体制に応じて明確にされ
ていること

○ ○ 2

受け入れに当たっては面接を行うなどして，当該
児童生徒の（タイプや）状況の把握が適切に行わ
れていること

○ ○ ○ 3

指導内容・方法，相談手法及び相談・指導の体制
があらかじめ明示されており，かつ現に児童生徒
のタイプや状況に応じた適切な内容の相談や指
導が行われていること

○ ○ 2

我が国の義務教育制度を前提としたものであるこ
と

○ ○ ○ 3

児童生徒の学習支援や進路の状況等につき，保
護者等に情報提供がなされていること

○ 1

体罰などの不適切な指導や人権侵害行為が行わ
れていないこと

○ ○ 2

個人のおかれている状況に配慮した計画的な相
談・指導が行われていること

○ 1

児童生徒が行うICT等を活用した学習内容の把握
が適切に行われていること

○ 1

事業
運営
の在
り方

別添3
の2

透明
性の
確保

別添3
の2

相談
・ 指
導の
在 り
方に
つい
て

別添3
の3
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別記2・
その他
の表記

意味 項目

文
科
省

川
内
村

さ
い
た
ま
市

南
房
総
市

京
都
市

高
知
県

伊
丹
市

枚
方
市

松
本
市

尼
崎
市

野
洲
市

合
計

相談・指導スタッフは児童生徒の教育に深い理解
を有するとともに，不登校への支援について（十
分な）知識・経験をもち，その指導に熱意を有して
いること

○ ○ ○ 3

専門的なカウンセリング等の方法を行うにあって
は，（教育学や）心理学や精神医学等，それを行
うにふさわしい（資格を有し，かつ）専門的知識と
経験を備えた指導スタッフが指導に当たっている
こと

○ ○ ○ 3

宿泊による指導を行う施設にあっては，生活指導
にあたる者を含め，当該施設の活動を行うにふさ
わしい資質を具えたスタッフが配置されていること

○ ○ 2

事業の実施に必要な人数のスタッフを有し，配置
していること

○ 1

次のような資格等を有する者を1名以上配置して
いること
教育職員免許・社会教育主事任用資格・保育士
資格・公認心理士登録証・臨床心理士資格認定
証・社会福祉士登録証・精神保健福祉士登録証
を有する者
児童福祉司任用資格要件・社会福祉主事任用資
格要件・児童指導員任用資格要件を満たしてい
る者
2年以上にわたり児童生徒の教育相談又は児童
福祉業務に従事していた者
その他上記に準じる知識，技能又は経験を有す
ると教育委員会が認めた者

○ 1

各施設にあっては，学習，心理療法，面接等種々
の活動を行うために必要な施設，整備を有してい
ること

○ 1

特に，宿泊による指導を行う施設にあっては，宿
舎をはじめ児童生徒が安全で健康的な生活を営
むために必要な施設，設備を有していること

○ 1

児童生徒の相談・指導等を実施するにあたって支
障のない程度の施設・設備を有していること

○

相談
・ 指
導ス
タ ッ
フ に
つい
て

別添3
の4

施設
， 整
備に
つい
て

別添3
の5
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別記2・
その他
の表記

意味 項目

文
科
省

川
内
村

さ
い
た
ま
市

南
房
総
市

京
都
市

高
知
県

伊
丹
市

枚
方
市

松
本
市

尼
崎
市

野
洲
市

合
計

指導員等が不登校児童生徒の自宅その他の場
所に訪問し，相談・指導等を行う事業

○ 1

インターネットなどICTを活用し，指導員等が遠隔
地から同時双方向に相談・指導等を行う事業

○ 1

郵送，ファクシミリなどを活用して提供される学習
活動であって，概ね月に4回から5回以上の指導
員等の訪問等による対面指導または集合型通所
指導（スクーリング）が行われる事業

○ 1

認定は，認定の日及び更新の日から3年間，有効
とする

○ 1

有効期限が到来する前に，必要な審査を行い，認
定を更新することができる

○ 1

認定を受けた事業者は申請書の内容に変更が生
じた場合，速やかにその旨を教育委員会に報告
しなければならない

○ 1

教育委員会は，基準に基づく民間支援事業の認
定に疑義が生じた場合，当該運営事業者に対し，
必要な調査を行うことができる

○ 1

教育委員会は，調査の結果，当該事業運営者に
問題を発見した場合，当該運営事業者に対して
必要な指導をすることができる

○ 1

申請書その他認定のために提出した文書に虚偽
の記載があった場合

○ 1

認定後，認定の更新の要件の一部または全部を
満たさない状態が生じた場合

○ 1

債務不履行による強制執行，財務上の信用懸念
が生じた場合

○ 1

重大な事件事故その他信用を毀損させる事由が
生じた場合

○ 1

合理的な理由なく，調査を拒否した場合 ○ 1
合理的な理由なく，指導に従わない場合 ○ 1

民間
事業
者の
事業

その他

認定
の取
消事
由

認定
の更
新


